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意
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六
月
十
三
日
、
岸
田
政
権
は
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
を
決
定
し
た
。
結
婚
す
る
・
し
な
い
、
こ
ど
も
を
持
つ
・
持
た
な

い
、
あ
る
い
は
こ
ど
も
を
何
人
持
つ
か
は
、
個
人
の
自
己
決
定
権
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
政
治
が
口
を
挟
む
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
岸
田
政
権
の
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
は
、
少
子
化
対
策
と
し
て
の
肝
心
か
な
め
の
政

策
が
欠
落
し
、
こ
れ
で
は
少
子
化
傾
向
の
打
開
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
子
育
て
支
援
策
と
し
て
当

事
者
か
ら
切
実
な
要
望
が
寄
せ
ら
れ
た
も
の
の
多
く
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
落
胆
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。 

 

以
下
、
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
に
関
わ
っ
て
質
問
す
る
。 

一 

「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
で
は
、
少
子
化
の
背
景
の
第
一
に
、
「
経
済
的
な
不
安
定
さ
」
を
挙
げ
、
雇
用
形
態
の
違
い

に
よ
る
有
配
偶
率
の
差
が
大
き
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
間
の
、
非
正
規
雇
用
を
広
げ
て
き
た
自
民

党
政
権
の
雇
用
政
策
へ
の
反
省
も
な
け
れ
ば
、
非
正
規
雇
用
を
正
規
化
す
る
方
策
も
示
し
て
い
な
い
。
有
期
雇
用
に
つ
い
て

は
、
臨
時
的
・
一
時
的
業
務
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
・
均
等
待

遇
の
原
則
を
法
律
に
明
記
し
、
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
非
正
規
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
差
別
を

禁
止
す
る
こ
と
を
法
制
化
す
る
な
ど
し
て
、
民
間
、
公
務
問
わ
ず
、
雇
用
の
正
規
化
を
強
力
に
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 
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二 

岸
田
首
相
が
「
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
ス
ピ
ー
ド
感
の
重
視
」
と
言
い
な
が
ら
、
拡
充
す
る
児
童
手

当
の
給
付
が
届
く
の
が
二
〇
二
五
年
二
月
か
ら
と
い
う
の
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
岸
田
首
相

が
「
三
人
の
お
子
さ
ん
が
い
る
御
家
庭
で
は
、
お
子
さ
ん
た
ち
が
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
児
童
手
当
の
総
額
は
、
最
大
で

約
四
百
万
円
増
の
千
百
万
円
と
な
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
第
三
子
」
の
定
義
は
ど
う
な
る
の
か
。 

三 

児
童
手
当
の
支
給
期
間
に
つ
い
て
高
校
生
年
代
ま
で
延
長
す
る
際
に
、
「
中
学
生
ま
で
の
取
り
扱
い
と
の
バ
ラ
ン
ス
等
を

踏
ま
え
、
高
校
生
の
扶
養
控
除
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
整
理
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
中
学
生
ま
で
の
扶
養
控
除
を
廃
止

す
れ
ば
、
児
童
手
当
の
か
な
り
が
増
税
で
相
殺
さ
れ
、
負
担
増
に
な
る
世
帯
も
出
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
か
。
な
ぜ
、
「
中

学
生
ま
で
の
取
り
扱
い
と
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
踏
ま
え
」
と
明
記
し
た
の
か
。 

四 

「
医
療
費
等
の
負
担
軽
減
」
の
中
で
、
適
正
な
抗
菌
薬
使
用
を
特
出
し
で
明
記
し
て
い
る
理
由
は
何
か
。 

五 

高
等
教
育
（
大
学
・
専
門
学
校
等
）
の
授
業
料
等
減
免
及
び
給
付
型
奨
学
金
の
対
象
が
「
多
子
世
帯
や
理
工
農
系
等
の
学

生
等
の
中
間
層
（
世
帯
年
収
約
六
百
万
円
）
」
と
あ
る
が
、
年
収
約
六
百
万
円
ま
で
と
い
う
数
字
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。

カ
ッ
プ
ル
が
理
想
の
数
の
こ
ど
も
を
持
つ
上
で
最
も
大
き
な
経
済
的
負
担
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
高
等
教
育
費
で
あ
る
。

「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
で
示
さ
れ
た
程
度
の
負
担
軽
減
で
は
、
少
子
化
傾
向
は
打
開
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
学
ぶ



 

３ 

 

こ
と
は
権
利
で
あ
り
、
高
等
教
育
の
無
償
化
は
国
際
公
約
で
あ
る
。
全
学
生
を
対
象
に
無
償
化
を
す
す
め
る
べ
き
で
は
な
い

か
。
高
校
無
償
化
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
制
度
）
に
つ
い
て
も
所
得
制
限
を
撤
廃
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

六 

授
業
料
後
払
い
制
度
の
導
入
は
、
所
得
連
動
変
換
型
奨
学
金
を
利
用
し
て
、
授
業
料
を
支
払
う
こ
と
と
本
質
的
に
ど
こ
が

異
な
る
の
か
。
授
業
料
後
払
い
制
度
が
、
学
部
学
生
に
本
格
導
入
さ
れ
た
場
合
、
現
在
あ
る
修
学
支
援
新
制
度
に
よ
る
授
業

料
減
免
と
ど
う
整
合
性
が
つ
く
の
か
。
授
業
料
後
払
い
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
そ
の
後
、
授
業
料
減
免
制
度
が
絶
対
に
後
退

し
な
い
と
確
約
で
き
る
か
。 

七 

保
育
所
の
職
員
配
置
基
準
に
つ
い
て
、
「
一
歳
児
は
六
対
一
か
ら
五
対
一
へ
、
四
・
五
歳
児
は
三
十
対
一
か
ら
二
十
五
対

一
へ
と
改
善
す
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
配
置
基
準
の
改
善
に
関
す
る
こ
の
間
の
国
会
の
政
府
答
弁
は
、
「
現
場
に
混
乱
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
、
保
育
士
を
手
厚
く
配
置
し
た
施
設
に
運
営
費
を
加
算
し
て
支
給
す
る
方
式
で
対
応
す
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
配
置
基
準
そ
の
も
の
を
改
善
す
る
の
か
、
運
営
費
の
加
算
で
対
応
す
る
の
か
。
仮
に
、
加
算
で
対
応

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
表
現
が
ミ
ス
リ
ー
ド
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
現
場
か
ら
、
こ
の
程
度
の
配
置
基
準
の
改
善
で
は
不
十
分

と
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
ど
う
受
け
止
め
る
か
。 

八 

ひ
と
り
親
で
も
安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
よ
う
に
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
を
拡
大
し
、
引
き
上
げ
る
こ
と
、
ま
た
、
障
害
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児
福
祉
に
お
け
る
様
々
な
「
所
得
制
限
」
の
撤
廃
、
サ
ー
ビ
ス
の
抜
本
的
拡
充
な
ど
、
繰
り
返
し
当
事
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

切
実
な
要
望
に
応
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

九 

男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
の
目
標
に
つ
い
て
「
一
週
間
以
上
の
取
得
率
」
、
「
二
週
間
以
上
の
取
得
率
」
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
短
い
期
間
を
目
標
と
し
て
掲
げ
る
の
か
。
も
っ
と
長
く
掲
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

十 

育
児
休
業
給
付
に
つ
い
て
、
手
取
り
で
十
割
相
当
に
引
き
上
げ
る
期
間
の
限
度
が
な
ぜ
二
十
八
日
間
と
短
い
の
か
。
せ
め

て
男
女
双
方
三
ケ
月
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
や
自
営
業
者
の
育
児
期
間
中
の
支
援
に
つ
い
て
、
国
民
年
金

の
保
険
料
免
除
措
置
の
創
設
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
な
給
付
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

十
一 

「
ワ
ン
オ
ペ
育
児
」
と
い
う
状
況
の
改
善
に
は
、
短
時
間
勤
務
を
広
げ
る
と
同
時
に
、
蔓
延
す
る
長
時
間
労
働
を
規
制

す
る
た
め
、
残
業
時
間
に
つ
い
て
「
週
十
五
時
間
、
月
四
十
五
時
間
、
年
三
百
六
十
時
間
」
と
の
上
限
規
制
を
設
け
る
こ

と
、
ま
た
、
単
身
赴
任
を
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

十
二 

つ
な
ぎ
と
し
て
の
「
こ
ど
も
特
例
公
債
（
こ
ど
も
金
庫
が
発
行
す
る
特
別
会
計
公
債
）
」
の
発
行
は
、
子
ど
も
予
算
の

先
食
い
と
な
る
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
償
還
財
源
は
、
何
を
充
て
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


